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家畜の遺伝資源の保護・活用のあり方について

（検討会中間取りまとめの概要）

１ 和牛における知的財産制度の活用

（１）和牛の遺伝子特許等の戦略的取得

、 、 、○ 特定の遺伝子について 塩基配列を解析し その機能解明を行うことで

遺伝子特許を取得することは可能であり、我が国の豊かな遺伝資源を最大

限に活用して、取得した特許を知的財産として戦略的に活用し、国際競争

力をさらに強化。

○ 遺伝子の機能解明の分野における激しい国際競争の下、和牛の他の品種

にない優れた肉質等に関する遺伝子及びその機能については、海外に先ん

じて解明できるよう、研究開発を加速化。

○ 遺伝子機能の解明、遺伝子機能と改良増殖技術を結びつけた新しい技術

の開発等に当たっては、全国の研究機関・研究者が連携して、戦略的に取

得する体制を構築。

○ 海外での和牛の遺伝資源を利用した生産による権利侵害等への対抗措置

として、和牛遺伝子と関連する生産技術を併せて総合的に特許取得するこ

とが有効。

（２）和牛の遺伝資源保護のための遺伝子特許等の活用

○ 和牛の遺伝資源の保護・活用を効率的に進めるためには、特許権等の融

通、国民サービスの向上のための活用等、知的財産の戦略的マネジメント

の仕組み（ パテントプール」等）が必要。「

○ 遺伝子を利用した品種鑑別法は、牛肉トレーサビリティ法を補完し、遺

伝子レベルで品種等を明確化することにより、輸入牛肉等との峻別に活用

できることから、攻めの農政の観点からも一層の取組が重要。

２ 精液の流通管理の徹底

（１）流通管理の徹底のための関係者間の意識の醸成と自主的な取組

○ 「和牛の遺伝資源は、関係者の長年の育種改良の努力による国の財産」

という認識を、関係者間に醸成することが重要であり、その財産を国内で

最大限に活用するため、関係者の自主的な取組が必要。
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○ 和牛を繋養する家畜人工授精事業体による協議会が核となって、関係者

に和牛の精液は国内で活用すべきものであるという共通認識を醸成すると

ともに、精液の利用状況をフィードバックするシステムを構築すべき。

（２）精液流通管理体制の構築

、○ 精液証明書と一体となった精液ストロー等の流通管理の強化を図るため

バーコード等を活用し、精液の利用状況を生産者等へフィードバックして

いくシステムを構築する等、流通管理体制を確立。

○ 精液ストローの流通管理体制構築に当たっては、複雑な流通経路を考慮

し、地域において実際の利用者間のコンセンサスを得ながら着実に実施。

（３）家畜改良増殖法に基づくチェック体制の構築

○ 中間段階における確認のためには、家畜改良増殖法に基づく精液証明書

の「譲渡・経由の確認」欄を見直し、種畜検査委員制度を活用して譲渡履

歴の管理徹底を図るための仕組みを検討。

３ 「和牛」表示の厳格化

（１）消費者の認識に合致した「和牛」表示

○ 多くの消費者は「和牛」は国産牛であると認識しており、消費者の誤解

を招かない表示のあり方を検討することが重要であり 「和牛」表示を見直、

し、国内で生まれた和牛のみを「和牛」とすることとし、消費者の認識と

のギャップが生じないようにすることが有効。

（２）諸制度を活用した「和牛」表示の厳格化

○ 食肉公正競争規約に基づく「和牛」表示の根拠となる品種の確認方法に

ついて 「和牛」表示の適正さを確保するために、家畜登録制度、牛トレー、

サビリティ制度を活用して、黒毛和種等の品種の証明手段を厳格化。

（３）わかりやすい表示と消費者への情報発信

○ 和牛が、他の品種に見られない優れた産肉特性を備えた我が国固有の財

、 、産であることなど 和牛に対する消費者の理解度を更に高めていくことも

和牛遺伝資源の保護のためには重要であり、和牛の良さを理解してもらう

ため 「和牛」の統一マークや新たな表記を作成するなどにより、消費者に、

対してわかりやすく情報を発信。
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（４）地域団体商標制度の活用

○ 国産の和牛肉と輸入牛肉の差別化を促進するため、地域名と商品名から

なる地域団体商標を取得し、地域ブランドを適切に保護するとともに、生

産管理方法や肉質等の品質に関して消費者ニーズを踏まえた一定基準を定

めること等により、当該商標に対する消費者の信頼を高めていくことが重

要。

４ 和牛の改良・生産体制の強化等

（１）遺伝子特許等を活用した和牛改良速度の向上

○ 今後とも着実に和牛の育種改良を進めることは極めて重要であり、従来

の手法に併せ、優れた肉質等に関連する遺伝子特許等を和牛の育種改良に

活用し、改良速度を更に向上。

（２）海外の追随を許さない優れた和牛の生産

○ 我が国の和牛と海外の和牛交雑種等との競争が始まっていると認識し、

海外の追随を許さない優れた品質の和牛をいかにして生産していくかとい

う視点に立ち、既に構築している改良体制の更なる充実を図って、高品質

な和牛肉を安定的に供給していくことが重要。

○ 家畜改良増殖目標の達成に向けた取組や家畜個体識別システム・肉用牛

枝肉情報全国データベース等を活用した全国的な改良体制の強化を推進。

○ 和牛は他国に求めることのできない我が国に限定的な資源である点を考

慮し、各県、各地域単位で造成された和牛の遺伝的多様性の確保に配慮。

（３ 「和牛」＝「国民の財産」）

○ 「安ければ良い」という判断から、和牛本来の良さを理解した能動的な

選択につなげていくことで、国民の財産である和牛の遺伝資源が海外に流

出することを良しとしないという認識を持っていただけるよう働きかけて

いくことが必要。

○ 改良等により今後も更に和牛そのものを磨き上げ、高品質な和牛肉を低

コストで生産していくことが、最終的には和牛を遺伝資源として守ること

につながり、また、消費者にとっても有意義なことであることを理解して

もらうことで 「和牛」＝「国民の財産」という消費者と生産者の共通の認、

識を醸成することが重要。


